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三重県看護職員等修学資金返還免除に関する条例 

（昭和四十年三重県条例第三十七条）  

 （趣旨） 

第一条 保健師、助産師、看護師及び准看護師（以下「看護職員」という。）並びに歯

科技工士の確保及び質の向上に資するため、県が将来看護職員及び歯科技工士にな

ろうとする者に貸与した修学資金の返還の免除については、この条例の定めるとこ

ろによる。 

 （返還の当然免除）  

第二条 知事は、別に定める看護職員及び歯科技工士の修学資金の貸与に関する規則

に基づき修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたとき

は、当該修学資金の全部の返還を免除するものとする。  

 一 養成施設又は大学を卒業した日から一年以内に当該看護職員又は歯科技工士の

免許を取得し、直ちに引き続き別表に定める期間、当該修学資金の貸与に関する

規則の定めるところにより看護又は歯科技工の業務（以下「業務」という。）に従

事したとき。この場合において、当該養成施設又は大学を卒業後さらに他種の看

護職員若しくは歯科技工士を養成する施設若しくは大学院（業務に関する専門知

識の修得を目的とするものに限る。以下同じ。）に在学しているため、又は疾病、

災害その他やむを得ない理由のため業務に従事することができなかつた場合には、

当該期間は業務従事の継続性を中断しないものとし、また業務従事の期間には算

入しないものとする。  

 二 前号に規定する業務従事の期間中又は前号後段の期間中に死亡し、又は業務に

起因する心身の故障のため、業務を継続することができなくなつたとき。  

 三 当該養成施設又は大学を卒業後、さらに他種の看護職員若しくは歯科技工士を

養成する施設又は大学院の修士課程若しくは博士課程に進学し、その施設又は大

学院の課程を卒業又は修了の後、引き続き別表に定める期間業務に従事したとき。 

 （返還の裁量免除）  

第三条 知事は、別に定める看護職員及び歯科技工士の修学資金の貸与に関する規則

に基づき修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたとき

は、貸与した修学資金のうち、返還期日が到来していない部分について、全部又は

一部を免除することができる。  

 一 前条第一号及び第三号に規定する場合を除くほか、当該修学資金の貸与に関す

る規則の定めるところにより通算一年以上業務に従事したとき。この場合におけ

る期間の通算等については前条第一号後段の規定を準用する。  

 二 前条第二号に規定する場合を除くほか、死亡、疾病、災害その他やむを得ない

理由があるとき。  
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 （規則への委任）  

第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

 

別表（第二条関係）  

項 区     分 期   間 

一 保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百

三号）第十九条から第二十一条までの規定に基づ

き文部科学大臣が指定した学校（高等学校及び大

学を除く。）若しくは厚生労働大臣が指定した養成

所又は同法第二十二条の規定に基づき知事が指定

した准看護師養成所に在学中に看護職員の修学資

金の貸与を受けた者  

五年間 

 

二 保健師助産師看護師法第十九条から第二十一条ま

での規定に基づき文部科学大臣が指定した学校

（三重県内の大学に限る。）に在学中に看護職員の

修学資金の貸与を受けた者（県内者を除く。） 

当該貸与を受けた期間

に相当する期間に一年

を加えた期間 

三 歯科技工士法（昭和三十年法律第百六十八号）第

十四条第一号及び第二号の規定に基づき文部科学

大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した

養成所に在学中に歯科技工士の修学資金の貸与を

受けた者 

五年間 

 備考 県内者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。  

  一 大学入学の日の一年前から引き続き三重県内に住所を有する者  

  二 大学入学の日の一年前から引き続き三重県内に配偶者又は一親等の親族が住

所を有する者 

 

   附 則 

１ この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。  

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に修学資金の貸与が決定される

者の修学資金について適用し、同日前に修学資金の貸与が決定された者の修学資金

については、なお従前の例による。  
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三重県保健師助産師看護師等修学資金貸与規則 
（昭和三十七年三重県規則第八十九号の二） 

（趣旨） 

第一条 この規則は、県内における保健師、助産師、看護師及び准看護師の確保及び質の向上

に資するため、看護職員を養成する施設に在学する者に対し貸与する看護職員修学資金（以

下「修学資金」という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

一 看護職員 保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。）

に規定する保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。 

二 養成施設 法の規定に基づき指定された看護職員を養成する学校又は養成所をいう。 

三 指定機関 別表第一に掲げる施設等で県内にあるものをいう。 

四 指定医療機関 別表第二に掲げる施設で県内にあるものをいう。 

（貸与） 

第三条 知事は、養成施設に在学する者で、将来指定機関又は指定医療機関（以下「指定機関

等」という。）において看護職員の業務（以下「業務」という。）に従事しようとする者に

対し、予算の範囲内において、無利息で修学資金を貸与することができる。 

２ 修学資金は、貸与決定の際に定める月から在学している養成施設を卒業する日の属する月

まで、毎月、次の表の上欄に掲げる者の同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下

欄に定める額をその者の在学する養成施設の長を経由して貸与するものとする。ただし、特

別の理由があるときは、二箇月分以上をまとめて貸与することができる。 

 貸与対象者 養成施設の設置主体 貸付金額  

 一 法第十九条から第二十一条まで

の規定に基づき文部科学大臣が指

定した学校（高等学校及び大学を

除く。）又は厚生労働大臣が指定

した養成所に在学している者 

国、地方公共団体等 月額三万二千円  

 その他 月額三万六千円  

 二 法第二十二条の規定に基づき知

事が指定した准看護師養成所に在

学している者 

国、地方公共団体等を除くす

べての設置主体 

月額二万一千円  

 三 法第十九条から第二十一条まで

の規定に基づき文部科学大臣が指

定した学校（三重県内の大学に限

る。）に在学している者（県内者

を除く。） 

すべての設置主体 月額五万円  

（貸与の申請手続） 

第四条 前条の規定により修学資金の貸与を受けようとする者は、看護職員修学資金貸与申請

書（第一号様式）をその者が在学する養成施設の長を経由して知事に提出しなければならな



- 15 - 

い。 

２ 前項の申請書に規定する連帯保証人の基準その他必要な事項については、知事が別に定め

る。 

（貸与の決定） 

第五条 知事は、前条の申請書を受理したときは書類審査等により、修学資金を貸与する者（以

下「修学生」という。）を決定し、修学生が在学している養成施設の長を経由して本人に通

知するものとする。 

（貸与の取消等） 

第六条 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実の発生し

た日の属する月からその貸与を取り消すものとする。 

一 退学したとき。 

二 心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。 

三 性行又は学業成績が著しく不良になったと認められるとき。 

四 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。 

五 死亡したとき。 

六 申請書に虚偽の記載をし、又は不正の手段によって修学生となったとき。 

七 知事が付ける条件に違反したとき。 

２ 知事は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受

けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を停止するも

のとする。この場合において貸与を停止された期間中の分として既に貸与された修学資金が

あるときは、その修学資金は、当該修学生に復学した日の属する月の翌月以降の月の分とし

て貸与されたものとみなす。 

３ 知事は、修学生が正当な理由なくして第十九条に規定する学業成績及び健康状態を証明す

る書類を提出しない場合には、修学資金の貸与を一時保留することができる。 

（借用証書） 

第七条 修学生が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、修学資金の貸与を受けた金

額について借用証書（第二号様式）を知事に提出しなければならない。 

一 当該養成施設を卒業したとき。 

二 第六条第一項の規定により、修学資金の貸与を取り消されたとき。 

（返還） 

第八条 修学資金は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合には、その理由の生じ

た日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間（第六条第二項の規定により修学資金

が貸与されなかつた期間を除く。）に相当する期間（第十三条又は第十四条の規定により返

還の猶予を受けたときは、貸与を受けた期間と当該猶予を受けた期間とを合算した期間）内

に、返還しなければならない。 

一 第六条第一項の規定により、修学資金の貸与を取り消されたとき。 

二 看護職員の養成施設を卒業した日から一年以内に貸与の対象となった当該看護職員の免

許を取得しなかつたとき。 

三 前号の免許取得後直ちに指定機関等において業務に従事しなかつたとき。 

四 第二号の免許取得後直ちに指定機関等において業務に従事したが「三重県看護職員等修
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学資金返還免除に関する条例（昭和四十年三重県条例第三十七号。以下「条例」という。）

第二条第二号に規定する場合を除くほか、指定機関において業務に従事しなくなったとき。 

（返還明細書） 

第九条 前条の規定により、修学資金を返還しなければならない者は、その理由が生じた日か

ら起算して二十日以内に、返還明細書（第三号様式）を知事に提出しなければならない。 

（返還方法） 

第十条 修学資金の返還は、月賦、半年賦若しくは年賦の均等返還又は一括返還によるものと

する。ただし、繰上返還をすることができる。 

２ 前項の返還に当たっては、三重県会計規則（昭和三十九年三重県規則第十五号）の定める

ところにより所定の期日までに納付しなければならない。 

（返還の裁量免除ができる業務従事期間） 

第十一条 条例第三条第一項第一号の規定により第三条第二項の表第一号の項又は第二号の項

に規定する者に係る修学資金の全部を免除できる場合は指定機関において五年間業務に従事

したときとし、一部を免除できる場合は修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間（修学

資金の貸与を受けた期間が一年に満たないときは、一年とする。）以上指定機関において業

務に従事したときとする。 

２ 条例第三条第一項第一号の規定により第三条第二項の表第三号の項に規定する者に係る修

学資金の全部を免除できる場合は指定医療機関において修学資金の貸与を受けた期間に相当

する期間に一年を加えた期間業務に従事したときとし、一部を免除できる場合は修学資金の

貸与を受けた期間に相当する期間（修学資金の貸与を受けた期間が一年に満たないときは、

一年とする。）以上指定医療機関において業務に従事したときとする。 

（裁量免除のできる額の算出方法） 

第十二条 前条第一項の規定による一部免除の額は、指定機関において業務に従事した期間を

修学資金の貸与を受けた期間（この期間が二年に満たないときは、二年とする。）の二分の

五に相当する期間で除して得た数値（この数値が一を超えるときは、一とする。）を、修学

資金の未返還の額（返済期日が到来していないものに限る。）に乗じて得た額とする。この

場合当該数値は、小数点第一位までをもつて算出する。 

２ 前条第二項の規定による一部免除の額は、指定医療機関において業務に従事した期間を修

学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に一年を加えた期間で除して得た数値（この数値

が一を超えるときは、一とする。）を、修学資金の未返還の額（返済期日が到来していない

ものに限る。）に乗じて得た額とする。この場合当該数値は、小数点第一位までをもつて算

出する。 

（返還の当然猶予） 

第十三条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたとき

は、当該各号に掲げる理由が継続する期間、修学資金の返還を猶予するものとする。 

一 第六条第一項の規定により修学資金の貸与を取り消されたのちも引き続き当該養成施設

に在学しているとき。 

二 当該養成施設を卒業後、さらに他種の看護職員を養成する施設又は大学院において在学

しているとき。 

（返還の裁量猶予） 
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第十四条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたとき

は、当該各号に掲げる理由が継続する期間、返還期日の到来していない修学資金の返還を猶

予することができる。 

一 条例第三条第一項第一号に規定する場合を除くほか、指定機関等において業務に従事し

ているとき。 

二 条例第二条第二号又は第三条第一項第二号に規定する場合を除くほか、疾病、災害その

他やむを得ない理由があるとき。 

（当然免除等の申請手続） 

第十五条 条例第二条又は第三条の規定により返還の免除を受けようとする者は、修学資金返

還免除申請書（第四号様式）に関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

２ 第十三条又は第十四条の規定による返還の猶予を受けようとする者は、修学資金返還猶予

申請書（第五号様式）に関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

（諾否の通知） 

第十六条 知事は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、文書によりその諾否を申

請者に通知するものとする。 

（期間の計算方法） 

第十七条 この規則に規定する期間を計算する場合においては、月数によるものとする。 

２ 条例第二条又は第三条第一項の規定による指定機関等において業務に従事した期間を計算

する場合は、県内において業務に従事を開始した日の属する月から業務に従事しなくなつた

日の属する月までを算入するものとする。 

３ 前項の規定により、指定機関等において業務に従事した期間を計算する場合は、当該期間

中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職

又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。ただし、休職又は

停職の期間が終了した日の属する月において、再び休職又は停職の期間が開始したときは、

その月を一月として計算するものとする。 

（延滞利息） 

第十八条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修学資金を期限までに返還しな

かつたときは、当該期限の翌日から返還のあつた日までの期間の日数に応じ、延滞額につき

年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。 

（学業成績証明書等の提出） 

第十九条 修学生は、毎年四月十五日までに前学年末における学業成績及び健康状態を証明す

る書類を養成施設の長を経由して知事に提出しなければならない。 

（届出） 

第二十条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、十日以内にその旨を知

事に届け出なければならない。 

一 氏名又は住所を変更したとき。 

二 退学したとき。 

三 修学に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。 

四 休学し、又は停学の処分を受けたとき。 

五 復学したとき。 
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六 卒業し、又は修了したとき。 

七 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があつた場合又は死亡その他連帯保証人と

して適当でない理由が生じたとき。 

２ 前項第二号から第六号までの届出にあっては、当該養成施設の長を経由するものとする。 

３ 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、十日以内

にその旨を知事に届け出なければならない。 

一 第一項第一号又は第七号に掲げる事項に該当するとき。 

二 看護職員の免許を取得したとき。 

三 指定機関等において業務を開始し、若しくは就業先の指定機関等を変更し、又は業務を

廃止したとき。 

四 養成施設を卒業したのち、さらに他種の看護職員を養成する施設に入学し、その養成施

設を卒業し、又は退学したとき。 

五 養成施設を卒業したのち、大学院の修士課程に進学し、その課程を修了し、又は退学し

たとき。 

六 大学院の修士課程を修了したのち、大学院の博士課程に進学し、その課程を修了し、又

は退学したとき。 

４ 修学生又は修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、戸籍法（昭和二十二年法律第二

百二十四号）第八十七条に規定する者は、返還免除申請書（第四号様式）により、死亡の事

実を証明する書類を添えて知事に届け出なければならない。 

別表第一（第二条関係） 

一 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項の規定に基づく許可病床数が

二百床未満の病院 

二 医療法第七条の規定に基づき許可を受けた病床数のうち精神病床数が八十パーセント以

上を占める病院 

三 医療法第一条の五第二項に規定する診療所 

四 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第七条に規定する児童福祉施設のうち重

症心身障害児施設 

五 児童福祉法第二十七条第二項の規定に基づき指定された国立高度専門医療センター及び

独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関 

六 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第七条第二十二項に規定する介護老人保健施

設 

七 介護保険法第四十一条第一項本文の指定に係る同法第七条第五項に規定する居宅サービ

ス事業（同条第八項に規定する訪問看護に限る。）を行う事業所（第一号から第五号まで

の医療機関又は第六号の介護老人保健施設において三年以上の実務経験を有する者が従事

しようとする場合のみ該当するものとし、当該実務経験を、五年間の看護職員の業務に含

めて算定して差し支えないものとする。） 

別表第二（第二条関係） 

一 医療法第一条の五第一項に規定する病院 

二 医療法第一条の五第二項に規定する診療所 
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第1号様式（第4条関係） 

看 護 職 員 修 学 資 金 貸 与 申 請 書 
 

年   月   日 

 

三重県知事         様 

 

住 所 

申請者 

氏 名 印 

年  月  日生 

電話番号 

看護職員修学資金の貸与を受けたいので、次のとおり申請します。 

貸与を受けよう 

と す る 金 額 

月額 

円 

貸与を受けよう 

と す る 期 間 

平成  年  月から 

平成  年  月まで  箇月 

在 学 し て い る 

養 成 施 設 

名 称 
 

入学年月       年  月 

所在地 
 

卒業予定年月       年  月 

中 学 校 卒 業 

 

以 後 の 履 歴 

年  月  中学校卒業 

年  月  

年  月  

上記の者が貸与を受ける看護職員修学資金について、本人と連帯して債務を負担します。 

 

年  月  日 

 

住 所 

連帯保証人 

氏 名 印 続 柄 

 

年  月  日生（    ） 

 

住 所 

連帯保証人 

氏 名 印 続 柄 

 

年  月  日生（      ） 

上記の者が本校（所）第  学年に在学していることを証明します。 

 

平成  年  月  日 

 

養成施設の所在地及び名称 

 

養成施設の長の氏名 印 
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第2号様式（第7条関係） 

 

 
印 紙 税 法 

に よ り 

印 紙 を 

貼付する。 

 

借 用 証 書 

 

借用金額 

   万  千  百  十  円  

 

 

 

 

年  月から 

看護職員修学資金 箇月分 

年  月まで 

 

 

 

 

上記借用しました。 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

修学生番号（      ） 

住 所 

 

 

氏 名 印 

 

 

 

 

 

三重県知事        様 

 

印 
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第3号様式（第9条関係） 

 

返 還 明 細 書  

 

平成  年  月  日 

三重県知事         様 

 

修学生番号（     ） 

 

住 所 

 

 

氏 名 印 

電話番号 

次により、看護職員修学資金を返還します。 

返還事由及び返還 

事 由 発 生 年 月 日 
  平成   年   月   日  （理由） 

貸与を受けた期間 

    平成   年   月   日 か ら 

 箇月間 

    平成   年   月   日 ま で 

休学又は停学によ 

り貸与されなかっ 

た 期 間 

    平成   年   月   日 か ら 

 箇月間 

    平成   年   月   日 ま で 

返 還 す べ き 総 額  円 

返 還 方 法 及 び 

１ 回 の 返 還 額 
 月賦 ・ 半年賦 ・ 年賦 ・ 一括返還 円 

返 還 す る 期 間 

    平成   年   月   日 か ら 

 箇月間 

    平成   年   月   日 ま で 

返 還 完 了 年 月 日   平成   年   月   日  返 還 完 了         

備 考 

「返還方法及び返還額」の欄について、半年賦、月賦のいずれかの返還方法を選択し、

返還回数で返還すべき額を除して得た額を「返還額」として記載すること。 
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第4号様式（第15条関係） 

修 学 資 金 返 還 免 除 申 請 書 
 

平成  年  月  日 

 

三重県知事         様 

 

住 所 

 

氏 名 印 

電話番号 

看護職員修学資金の返還免除を受けたいので、次のとおり申請します。 

貸与を受けた者の 

修学生番号及び氏名 
 

貸与を受けた期間 

平成  年  月  日 から 

箇月間 

平成  年  月  日 まで 

返還未済の修学資 

金の額 
                         円 

免除を受けようと 

する額 
                         円 

看 護 職 員 と し て 

業 務 に 従 事 し た 

県内の医療機関の 

名 称 及 び 

在 職 期 間 

名         称 在 職 期 間       

 箇月間 

看護職員の免許を 

取得した年月日 
  平成   年    月    日        免 許 

死 亡 又 は 免 職 

に つ い て の 事 実 
 

死亡又は免職の年 

月日 
  平成   年    月    日 

休職又は停職の有 

無又は期間 
 

備 考 

添付書類 

1 在職に関する事項を証する書面 

2 免許取得に関する事項を証する書面 

3 休職又は停職の有無及び期間を証する書面 

4 その他事実を証する書面 
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第5号様式（第15条関係） 

修 学 資 金 返 還 猶 予 申 請 書 
 

平成  年  月  日 

 

三重県知事         様 

 

修学生番号（     ） 

 

住 所 

 

氏 名 印 

電話番号 

看護職員修学資金の返還猶予を受けたいので、次のとおり申請します。 

貸 与 を 受 け た 期 間 

平成  年  月  日 から 

箇月間 

平成  年  月  日 まで 

返 還 未 済 の 修 学 資 金 の 額  円 

猶予を受けようとする期間 

平成    年    月 から 

 箇月間 

平成    年    月 まで 

猶予を受けようとする理由 

 

備 考 

添付書類 

1 在職、在学を証する書面 

2 看護職員の免許取得を証する書面 

3 災害、疾病その他の理由により猶予を受けようとするときは、それを証する書面 

 

 

規則第13条による当然猶

予を受けようとすると

きは、在学する養成施設

の名称を記入すること。 

規則第14条による裁量猶

予を受けようとすると

きは、在職する医療機関

の名称を記入すること。 


